
北海道函館方面公安委員会告示第19号

道路交通法（昭和35年法律第105号）第44条第２項第２号の規定により、鹿部町内の乗合

自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車に関して合意したの

で、次のとおり告示する。

令和５年４月26日

北海道函館方面公安委員会委員長 宮 崎 加奈古

１ 合意した者

⑴ 函館バス株式会社

⑵ 北海道函館方面公安委員会

⑶ 鹿部町長

⑷ 北海道運輸局函館運輸支局長

⑸ 有限会社北海道・函館moomoo-taxi

２ 旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所

旅客の運送の用に供する自動車が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所は、函館バス

株式会社が管理する次の表に掲げる停留所とする。

停留所名 上下線別 所 在 地

１ 鹿部リゾートオーナーズサロン 下り 茅部郡鹿部町字本別569番地1022先

２ や す ら ぎ の 里 下り 茅部郡鹿部町字本別569番地318先

３ 夢 紀 行 下り 茅部郡鹿部町字本別539番地先

４ 出 来 澗 築 港 前 下り 茅部郡鹿部町字本別540番地先

５ 中 央 出 来 澗 下り 茅部郡鹿部町字本別540番地先

６ 漁 業 研 修 所 下り 茅部郡鹿部町字本別540番地先

７ 浜 中 下り 茅部郡鹿部町字本別302番地先

８ 浜 中 上り 茅部郡鹿部町字本別301番地先

９ 下 浜 中 下り 茅部郡鹿部町字本別277番地先

10 中 央 本 別 下り 茅部郡鹿部町字本別236番地１先

11 本 別 神 社 前 下り 茅部郡鹿部町字本別130番地先

12 本 別 下り 茅部郡鹿部町字本別74番地先

13 本 別 入 口 下り 茅部郡鹿部町字本別20番地３先

14 宮 浜 児 童 館 下り 茅部郡鹿部町字宮浜210番地先

15 宮 浜 児 童 館 上り 茅部郡鹿部町字宮浜231番地先

16 宮 浜 下り 茅部郡鹿部町字宮浜253番地先

17 宮 浜 上り 茅部郡鹿部町字宮浜198番地先

18 ひ ま わ り 団 地 下り 茅部郡鹿部町字宮浜252番地先

19 ひ ま わ り 団 地 上り 茅部郡鹿部町字宮浜248番地先

20 宮 浜 中 央 団 地 下り 茅部郡鹿部町字宮浜267番地先

21 宮 浜 中 央 団 地 上り 茅部郡鹿部町字宮浜266番地先

22 鹿 部 小 学 校 下り 茅部郡鹿部町字宮浜314番地先

23 鹿 部 中 央 公 民 館 下り 茅部郡鹿部町字宮浜311番地先

24 鹿 部 中 央 公 民 館 上り 茅部郡鹿部町字宮浜311番地先

25 宮 浜 中 央 下り 茅部郡鹿部町字宮浜299番地先

26 宮 浜 中 央 上り 茅部郡鹿部町字宮浜299番地先



27 鹿 部 漁 港 ・ 郵 便 局 下り 茅部郡鹿部町字宮浜２番地先

28 鹿 部 漁 港 ・ 郵 便 局 上り 茅部郡鹿部町字宮浜323番地先

29 渡 島 信 金 前 下り 茅部郡鹿部町字鹿部84番地１先

30 渡 島 信 金 前 上り 茅部郡鹿部町字鹿部80番地８先

31 鹿 の 湯 前 下り 茅部郡鹿部町字鹿部58番地１先

32 鹿 の 湯 前 上り 茅部郡鹿部町字鹿部55番地１先

停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲は、次の表の左欄に掲げる運

行事業者が、同表の右欄に掲げる鹿部町の委託を受けて行う旅客の運送の用に供する自動

車とする。

運行事業者 自 動 車

有限会社北海道・函館moomoo-taxi 鹿部町デマンドバス


